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謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より一般社団法人 日本獣医療薬学協議会の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

 

 本協議会は、獣医療と薬学の架け橋として、動物用医薬品に関する正確で信頼性の高い

情報および教育機会を獣医療専門職に提供し、獣医療の質の向上と人と動物の健康の増進

に寄与することを目的として、令和 7 年 12 月 23 日に設立いたしました。 

 

 伴侶動物の家族化および獣医療の高度化に伴い、獣医療現場における負担は年々増大し

ております。こうした課題に対応するためには、獣医師、愛玩動物看護師、薬剤師がそれ

ぞれの専門性を活かして支え合う「多職種連携」の実践が不可欠です。本協議会は、動物

用医薬品に関する教育機会や情報の提供を通じて、動物医療の質および安全性の向上、さ

らには人と動物の健康増進に寄与することを目指しております。また、「教育と認定」「情

報のハブ化」「多職種連携の実践」を活動の三本柱として運営しております。 

 

本協議会の活動は会費収入を基本として運営しておりますが、その目的を実現するため

には、本趣旨にご賛同いただける法人、企業、団体の皆様のご支援が不可欠であると考え

ております。 

 

新たな賛助会員の皆様のご支援により、社会に貢献する協議会としてさらなる発展を目

指し、今後とも努力してまいる所存でございます。つきましては、ご多端の折、誠に恐縮

ではございますが、本趣旨にご賛同いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

謹白 

 

 

 

 



【事業内容】 

1．動物用医薬品および関連領域に関する情報の収集、整理、提供に関する事業 

2．獣医療専門職等を対象とする獣医療・動物用医薬品に関する研修、講習会、e ラーニ

ング等の企画・実施および認定に関する事業 

3．獣医療専門職等の連携および協働を促進するための事業 

4．動物用医薬品の適正使用、安全管理および薬物療法の質向上を推進する事業 

5．動物用医薬品および獣医療薬学に関する調査研究、学術集会、情報発信に関する事

業 

6．その他上記に付帯または関連する事業 

 

【会員種別】 

1．一般賛助会員 年会費（一口） 100,000 円 入会金なし 

2．特別賛助会員 年会費（一口） 300,000 円 入会金 

 

【会員特典】 

1．当法人のイベントへのご参加 

2．正会員および学生会員に対する、自社商品・サービスに関するメール案内の実施 

3．当法人が主催するセミナーその他のイベントにおいて、自社商品・サービスの案内

を年 1 回行うことができます（特別賛助会員のみ） 

 

【ご入会手続きの方法】 

日本獣医療薬学協議会運営の趣旨をご理解頂き特別賛助会員または賛助会員としてご加入

頂ける場合は、別に定める賛助会員入会申込を申請し本法人の代表の承認を受けなければ

ならない。入会を認めない場合、理由を事務局より通知する。 

また、賛助会員期間は１年単位とするが、年度途中にかかわらず年度ごとの区切りとする。 

（4 月 1 日～3 月 31 日） 

 

【お問合せ先】 

一般社団法人 日本獣医療薬学協議会 事務局 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-14-4 直平ビル２F  

E-mail : info@jvpsc.or.jp  


